
第３回 風連町・名寄市合併協議会 
 
 
                   日 時 平成 16年 8月 11日（水）午後 6時～ 
                   会 場 風連町福祉センター大ホール 
 
１．開  会 
 ○向井原幹事：ただいまより、風連町・名寄市合併協議会第 3回の会議を開催いたします。
尚、本日の会議に、小野寺委員、それから岡本委員より欠席の連絡を受けております。尚、

東委員、中島委員については少々遅れるということで報告を受けてございます。 
 委員３５名中３３名の出席ということで、当協議会規約第９条第２項により成立定数を満

たしておりますので、ご報告させていただきます。 
 
 
２．会長挨拶 
 ○向井原幹事：それでは、ただいまから開会に当たり、島会長よりご挨拶を申し上げます。 
 
 ○島会長：第３回目の風連町・名寄市合併協議会の開催に当たりましてご挨拶を申し上げ

ます。 
 今年は何年ぶりかの暑い夏が続いておりまして、第２回目は６月２８日だったと思います

が、それ以降、小委員会２つの委員の皆さん方が熱心に協議をいただいておりますけれども、

暑い中、大変ご苦労が多い会議の連続であったと、このように思いますし、また、風連町、

名寄市ともに７月、８月は短い夏を利用してのイベントと、お祭りも含めて集中しているわ

けでございまして、お疲れだろうと存じます。そうした中、今日はお集まりをいただきまし

たことに厚く御礼を申し上げるところでございます。 
 合併協議会の私どもの仕事は、しっかりとした案を練り上げて、住民の皆さんにしっかり

と説明をして、新しい市がどのようなイメージで、そして構想で、計画で進むのかと、この

ことが求められているわけでございますが、２つの小委員会では、まさにそれらの取り組み

について、方向づけも含めて熱心にご協議をいただいております。 
 今日は、基本項目や、或いは新市の建設それぞれの小委員会のご報告をいただきながら協

議会としての方向づけをさせていただこうと、このように思っておりますので、それぞれの

立場でまた積極的なご意見をお出しをいただきますようにお願いを申し上げ、開会に当たっ

てのご挨拶にさせていただきます。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 ○向井原幹事：ありがとうございました。 
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３．議事録署名人の指名 
 ○向井原幹事：引き続き、議事に入りたいと思います。 
 会議の議長は、当協議会規約第９第１項の規定によりまして島会長が行いますので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。 
 
 ○島会長：それでは、早速、議事録署名人の指名をさせていただきます。 
 本日の会議の議事録署名人に、熊谷委員、それから西村委員両名を指名させていただきま

す。お手数ですが、よろしくお願いを申し上げます。 
 
４．報告事項 
 ○島会長：続いて、経過報告に入ります。 
 報告事項第 1番目、経過報告についてを中西事務局次長、お願いいたします。 
 
 ○中西事務局次長：事務局の中西です。 
 ６月２８日の第２回協議会からの活動経過についてご報告をさせていただきます。 
１ページをお開きいただきたいと思います。 
 新市の産設小委員会でございますが、こちらは２回の会議が開かれておりまして、７月２

８日には第４回目の小委員会を名寄市民文化センターで、アンケートの調査結果及び新市の

将来構想を議題として開催しております。 
 第５回の小委員会につきましては８月９日、風連町役場で開催しております。 
 基本項目等検討小委員会の方でございますが、こちらは３回開かれておりまして、７月１

５日には第５回の小委員会を風連町役場で、議題といたしましては、新市の名称、事務所の

位置、それから議会議員の定数及び任期の取扱い、農業委員会委員の定数及び任期の取扱い、

その他の協議事項といたしまして、特別職の身分の取扱いについて、また事務事業の一元化

の取り組みについて開催しております。第６回の小委員会でございますけれども、７月２９

日に名寄市民文化センターで開きました。こちらは、議会議員の定数及び任期の取扱い、そ

れから一般職の身分の取扱い、地方税の取扱い、慣行の取扱い、国民健康保険事業の取扱い、

それから介護保険事業の取扱いをテーマにして議論をいただいたところでございます。 
 第７回でございますが、８月９日、風連町役場におきまして、議会議員の定数及び任期の

取扱いについて集中的に協議をいただいたところでございます。 
 また、小委員会それぞれに懇談会を１回ずつ開いていただきました。８月７日、風連特産

館で基本項目の小委員会、それから８月８日には市民文化センターで新市建設の小委員会を

開いております。 
 ４番目に記載がございます小委員会正副委員長・幹事会・事務局の打ち合わせ会議でござ

いますけれども、こちらは８月９日に風連町役場で、地域自治組織の取扱いについてを議題

として行っております。 
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５番目の幹事会・事務局会議でございますが、こちらは２回開いておりまして、７月２２日

には、名寄市民文化センターで、住民説明会の実施等についてを議題としております。 
 それから、第４回目の会議でございますが、７月２８日に名寄市民文化センターで開かれ

ておりまして、各小委員会の開催及び運営等について議題としております。 
 ６番目の分科会でございますが、こちらは７月１６日から７月２３日まで、それぞれ風連

町、名寄市の会議室で開いておりまして、３３の分科会をつくり、リーダー、サブリーダー

の選出と、事務事業一元化に伴います課題と調整方針について協議を行っております。 
 ７番目の広報その他でございますが、６月３０日に合併三法の説明会が札幌で開かれまし

て、委員５名、それから事務局５名が出席をしております。 
 広報は７月１日と８月１日に協議会だよりを発行をしております。 
 以上でございます。 
 
 ○島会長：ただいま、第２回合併協議会以降の活動について経過報告をさせていただきま

した。 
 これらの内容について何かご質問等がございましたら、お出しをいただきたいと思います。 
            （「なし」との声あり） 
 
 ○島会長：ご発言がないようですので、次に移らせていただきます。 
 報告第２号、新市建設計画小委員会の活動報告について、堀江委員長さんの方からご説明

を願います。 
 よろしくお願いします。 
 
 ○堀江委員：ご苦労さまでございます。新市建設計画小委員会の堀江でございます。 
 報告第２号、新市建設計画小委員会の協議状況についてご報告を申し上げます。 
 第２回合併協議会以降の当小委員会の報告事項は４ページのとおりでございまして、第４

回の小委員会では、６月に実施をさせていただきましたアンケート調査結果につきまして、

全体で１７％の回収でありましたが、分析を含めて、原案どおり承認をいただいたところで

ございます。 
 アンケートの概要につきましては協議会だより第 4号のとおりでございまして、当委員会
以外の委員各位にも事務局から配付されておりますので、各自ご参照をいただきたいと思い

ます。 
 新市の将来構想につきましては、素案について説明を受け、審議に入りました。膨大な資

料でもございまして、次回以降継続審議としたところでございます。 
 第５回の小委員会では、後程ご説明を申し上げますが、第２回の懇談会での討論を含めて、

記載のとおり、素案について補強をいたし、本協議会への答申の案として決定したところで

ございます。協議第１号での協議に付されており、後程詳しく説明あるものと思いますので、
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重複を避け、説明は省略をさせていただきます。 
 論議のあった主な事項でございますが、将来像のキャッチフレーズ、さらには地域自治組

織のあり方やルールづけ等についての補強をはじめ、課題解決にかかわる主要施策や地域特

性を活かしたプロジェクトについて鋭意協議したところでございます。 
 次に、報告２の活動状況でございますが、よりよい建設計画の策定に向け、お互いのまち

を知り、理解し合うことを目的に、フリー発言を基本とすることを委員間で確認をいたし、

記載のとおり２回の懇談会を開催したところでございます。分野別では３割程度の進捗状況

であり、精力的に懇談を進めていくことといたしているところでございます。 
 以上、新市建設計画小委員会の現在までの委員長報告とさせていただきます。 
 
 ○島会長：ありがとうございます。 
 内容等について堀江委員長のご報告をいただきましたけれども、これらの内容について何

かご質問等がございましたら、お出しをいただきたいと思います。 
              （「なし」との声あり） 
 
 ○島会長：新市の将来構想については後程また提案がございますので、そちらの方でまた

ございましたら、お出しをいただくということで、ただいまの報告を受けとめさせていただ

くということで次に進むことでよろしゅうございますか。 
             （「異議なし」との声あり） 
 
 ○島会長：ありがとうございます。 
 それでは次に、報告第３号、基本項目等検討小委員会の協議経過について、福光委員長か

ら説明をお願いいたします。 
 
 ○福光委員：大変ご苦労さまでございます。 
 それでは、私から、報告第３号、基本項目等検討小委員会協議報告についてとして報告を

させていただきます。 
 皆様方のお手元の資料５ページから７ページにかけて、これまで小委員会での議題として

きた内容について記載してございますけれども、第２回の合併協議会に報告をして以降、基

本的な協議項目の新市の名称あるいは事務所の位置、このことについては、慎重に協議をす

る必要があるという意見がございまして、時間をかけて決定をしていくということの合意を

もって進めております。 
 更に、農業委員会の定数及び任期の取扱い、或いは一般職の身分の取扱い、地方税の取扱

い、特別職の身分の取扱い、慣行の取扱い、国民健康保険事業の取扱い、介護保険事業の取

扱いそれぞれにつきましては、資料の提出をさせていただいたのみで、実質的な協議につい

てはまだ入っておりません。それぞれ資料をもとにして、十分な学習を深めながら協議に入
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ってまいりたいと思います。 
 これまで、第２回の合併協議会以降重点的に協議してきたものにつきましては、議会議員

の定数及び任期の取扱いがございます。昨日行われました第７回の基本項目等検討小委員会

の中で最終決定を見ました。 
 その協議結果について報告をさせていただきますけれども、合併後、１回目の選挙に限り

選挙区制度を取り入れるということ、それから、議員の定数については２６名として、第 1
回目の選挙に限り選挙区制度を取り入れ、その選挙区ごとの人数は、１票の格差をおおむね

２倍を基準にして、名寄市１８名、風連町８名とする．この１票の格差でございますけれど

も、これは２.１８ということになりますので、１８対８という選挙区毎の議員定数とさせて
いただきました。 
 尚、現議員の任期は、合併特例による在任特例を使用して１９年４月３０日まで１年間の

在任特例をすることにいたしました。 
 尚、在任特例中の議員の報酬については、経費節減の効果を求めるためにも、両市町の現

行議員報酬とすることにいたしました。 
 この議会議員の定数及び任期の取扱いについて、若干議論の経過をご説明をさせていただ

きますけれども、在任特例を使う意義につきましては、先程も申し上げましたように、緩や

かな合併を進めるために一定の議員の数を確保しなければならない、しかも１回目の選挙が

選挙区選挙ということもありまして、その１年間の在任期間の中で、新市の新たな首長と議

会との関係の中で十分に議論が尽くせるように、お互いに現議員が、この合併協議にかかわ

った議員も含めてですけれども、十分に議会の中で議論ができること、そして合併して、し

っかりと新しいまちを築いていく過程で議員としての責務を果たすべきという理由で在任特

例を使わせていただくということにしました。 
 更には、自治基本条例を制定するという新市建設計画小委員会の決定もございますけれど

も、そうしたことについても、合併にかかわった議員たちが、その基本条例のよりよいあり

方を求めるためにも、在任特例というものが必要になると。この１年間の中で十分そのこと

を協議するという考え方のもとに在任特例を使わせていただくことにいたしました。 
 また、定数は自治法で定められた５万人未満の市においては２６人を最高定数とするとい

うことでございまして、その最高限度の２６人を使うことについては、在任特例を行使した

以降の市会議員の選挙につきましては、選挙区というひとつの形ができましたので、その中

で１票の格差を２倍までと、おおむね２倍としたことによって、風連町さんの議員の選挙区

選出は８名ということであって、名寄市の選挙区は１８名で、総数２６名という最終的な定

数ということになりました。 
 いずれにしても、しっかりとした議会の中で議論ができるように、お互いに２６名という

定数の中で、新市の将来の方向をしっかりと議会の中で議論をする、しかも風連町におきま

しては、合併後５年間特例による法人格を持った自治区にするということでございますので、

そうしたこともあって、そこのところをしっかりと議論ができるように、或いはよりよい５
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年後の自治区のあり方をつくるためにも一定の議員の定数が必要だという委員の皆さん方の

判断によるものでございます。 
 議論の経過の中では、２６という地方自治法で定める最高の定数を活用するということに

ついては、住民から批判もあるのではないかという意見、或いは５年後の選挙区が一体とな

ったときには定数を減らすべきだと。２２という数字も視野に入れた議論をしていくべきで

はないかという意見も出されたことをつけ加えさせていただきたいと思います。 
 いずれにしても、住民にしっかりと説明のつくようなこれからの５年間の議員の活動が重

要になってくると思っておりますので、これから始まる住民説明会においてもそこのところ

をしっかりと議員の立場あるいは委員の立場で説明していかなければならないと心している

ところでございます。 
 以上、基本項目等検討小委員会の協議報告とさせていただきます。 
 
 ○島会長：ありがとうございました。 
福光基本項目等検討小委員長からの報告につきまして、内容等についてご質問があればお出

しを願います。 
              （「なし」との声あり） 
 
○島会長：別段ご発言がないようでございますので、次の日程に進めることでよろしゅうご

ざいますか。 
             （「異議なし」との声あり） 
 
５．協議事項 
 ○島会長：それでは、次の協議事項に移らせていただきます。 
 協議第１号 新市将来構想（案）についてを議題といたします。 
 事務局から説明をお願いします。 
 久保参事。 
 
 ○久保事務局参事：ご苦労さまです。事務局の久保です。 
 協議第１号の新市将来構想（案）についてご説明申し上げます。 
 本案につきましては、報告第２号で堀江委員長から報告のあった小委員会答申に基づきま

して議案化したものであります。 
 説明の前に、本案につきましては、２市町の国勢調査、各種資料、広域圏計画、総合計画、

更にはワークショップの提言、アンケート調査結果などをもとに作成したものであります。 
９０ページに及ぶ構想案であります。できるだけ簡素化して説明申し上げたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 
 それでは、ページをめくっていただきまして、２ページをご参照いただきたいと思います。 
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ここでは、新市将来構想の役割ということに触れております。 
 風連町と名寄市は地理的にも歴史的にも結びつきが強く、住民相互の往来や交流もこれま

でさまざまな分野で盛んに行われてきましたが、広域的に対応が求められるようになってい

る地域の課題を総合的、効率的に解決するためには、これまで進めてきた連携や交流から、

より強固な社会生活基盤や行財政基盤を保有する新たな地域として生まれ変わることを真剣

に検討する時期に来ているということであります． 
 この将来構想につきましては、住民の皆さんと行政が協働してこれからのまちづくりを進

めるための検討材料として、本協議会において取りまとめたものでありますと触れておりま

す。 
 新市将来構想の期間は、おおむね１０年後を見通したものとしており、市町村の合併の特

例に関する法律 第５条に基づく新市建設計画につながる役割を担うことも想定しておりま
す。 
 新市将来構想の位置づけでありますが、下記の図のとおりフロー化しておりますので、ご

覧いただきたいと思います。 
 次に３ページをお開きいただきたいと思いますが、ここでは、新市将来構想の構成につい

て触れております．前回の協議会でそれぞれ新市の建設計画の策定方針をお決めいただきま

した。その内容に沿って作成させていただいたものであります。構成につきましては、第 1
章 はじめにから、第４章の新市の将来の姿まで４章構成でございます。 
 次に、５ページをお開きいただきたいと思います。ここでは、合併の必要性ということで、

それぞれ合併の背景について触れております。総論的なまとめとなっておりますが、１番目

には、日常生活と経済活動の広域化について記載しております。 
 ２つ目には、価値観と生活様式の変化・多様化が進められているということであります。 
 ６ページをお開きいただきたいと思います。少子高齢化の進行と人口減少、更に、４番目

では、本格的な地方分権社会の到来ということについて記載しています。 
 ７ページには、地域産業・経済の再構築ということで５番目の方に記載してございます。 
 ６番目には、財政状況の著しい悪化があるということであります。 
 ７番目では、情報化社会への対応について触れております。 
 続いて８ページをお開きいただきたいと思います。自然環境の保全・利活用についての背

景を８点程、記載しております。 
 次に９ページには、合併の必要性ということで、１番目には、地方分権の推進に対応する

行財政能力の向上を図るために、合併によって、充実した行政システムの確立と財政基盤の

強化を図る必要がありますということについて触れております。 
 １０ページをお開きいただきたいと思います。少子高齢化の進行や高度化・多様化する行

政需要に対応するために、合併によってこれらの課題に対応する総合的な対策の強化を図る

必要がありますということについて触れております。 
 特に、下のグラフを見ていただきたいと思いますが、これは国勢調査による年少人口と老
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年人口の推移でございますが、老年人口は上の方に上がっておりますし、年少人口は下がっ

ているということで、平成６年を境にそれぞれクロスしているグラフでございます。 
 次に１１ページでありますが、３番目の自治意識を高め参画と協働のまちづくりを一層推

進するためにということで、合併して自治意識の確立を図り、住民と行政が協働してまちづ

くりを進めていく必要があるということについて触れております。 
 次に１２ページでは、（４）で、多彩に保有している資源を活用するとともに、合併による

相乗効果を発揮して、上川北部地域の拠点として自立性の高いまちを目指す必要があるとい

うことを記載しております。 
 次に、１３ページからは合併の効果ということでありまして、ここでは、市町村合併に関

するアンケートの問いに答える形でそれぞれ文言を整理してございます。その表につきまし

ては、１３ページの合併で期待するということで、そこをご覧になっていただきたいと思い

ます。棒グラフでは４５.７％が「自治体が１つになることで経費節減」ができると期待され
ております。その他、「産業振興への広域的な取り組み」が２７.３％、「財政の安定化や効率
的な財政運営」は２４.５％、「施設設備など広域的な視点からのまちづくり」ということで
２０.８％と。高ポイントで期待されています。 
 次に１４ページでありますが、ここではそれぞれ効果ということで触れております。１番 
目には、行財政基盤の強化と行政サービスの安定・高度化であります。 
 効率的な行財政運営によって人件費などの経常的な経費が削減でき、財政規模が大きくな

ることで、重点的かつ柔軟な財政運営と安定した行政サービスを提供することが可能になる

ということです。 
 更に、職員の適切な人員配置や専門の職員や専門部署を設けることが可能になると触れて

おります。 
 ２つ目の将来の発展に向けた都市の総合力の向上ということで、説明書きの３行目であり

ますが、観光振興策などを一体的に行えるようになり、各種イベントや文化的な催事等を大

型化することによって、投資効率と対外的なアピールカを高めることが可能になるとしてお

ります。 
 また、人口や規模が大きくなることで、スケールメリットを活かした産業及び都市基盤が

強化されることが期待できるということであります。 
 ３番目、合併支援制度を活用したまちづくりの推進についてでありますが、ここでは、合

併特例債や合併市町村補助金など財政支援を受け、これらの制度を活用して基盤整備等を計

画的に進めることが可能になると記載しております。 
 次に４番目の広域的な視点からのまちづくりの展開ということで、この視点によって検

討・調整して、それぞれの地域特性を生かしたバランスのとれた魅力あるまちづくりを展開

することが可能になると謳っています。 
 次に５番目の広域的日常生活や経済活動における利便性の向上ということで、サービスを

受けられる窓口が多くなるということであります。 
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 ４行目には、公共施設の利用や講座への参加がより自由になるということでございます。 
 下から２行目、市町村の枠を取り払うことで多くの利便性や効果を得ることが期待できる

ということで、この辺についても触れております。 
 １６ページには、合併による懸念と対応方策の検討ということであります。合併で心配す

ることで、棒グラフにございますが、 「地域住民の意見が反映されにくくなる」のではない
かという意見が３８.１％、 「サービスの低下や費用負担の増大」ということで、これを心
配される方が３６．３％、 「周囲部が取り残される」のではないかと心配をされる方が３１．
３％、「公共投資の増大による財政の悪化」が２４％、「地域コミュニティが衰退する」とい

うのが２１.７％と、それぞれ記載のとおりでございます。 
 １７ページでは、この不安に対する対応方向ということに触れております。 
 まず１番目の地域住民の声が届きにくくなるのではないかということにつきましては、対

応方向、中段にございますが、これまでの住民参画の手法、住民と行政との連携は継続して

いこうと、それから３行目の、双方に地域自治組織を設置することにしようと、このことに

よってまちづくりへの住民参画の機会が拡充するとともに、議会、市、地域自治組織の密接

な連携によって住民自治の進展が期待されるということについて触れております。 
 また、インターネットを活用した広聴機能の充実、必要な情報を積極的に公開しようとい

うことであります。 
 ２つ目では、サービスが低下したり住民負担が増加したりするのではないかということで

ありますが、対応方向といたしまして、サービスや負担の水準についてはこの協議会で決定

されることになると触れておりまして、極力現在の水準を維持させることを目標とするとい

うものであります。 
 １８ページをお開きいただきたいと思います。更に、合併を契機として積極的に事務事業

の見直しを行い、効率的な行財政運営に努め、長期的なサービス維持を図りながら、極端な

サービス低下や負担増をもたらすことのないように、サービスの質に見合った適切な負担額

の設定に努めていこうということについて触れております。 
 ３つ目、行政の目が中心部にのみ向けられ、周辺部が取り残されるのではないかという課

題でありますけれども、対応方向といたしましては、そこの２行目にあります、まちづくり

を広域的に考え、各地域の特色を生かしながら機能を分担していくことが望ましく、２市町

の持つ資源や人材、財源を共有し、地域全体として発展することを目指す必要があると触れ

ております。 
 ４つ目では、企共投資の増大によって財政が悪化するのではないかということであります

が、対応方向としては、財政支援策の効率的・計画的な活用が必要になると触れております。

特に、１９ページの１行目に触れておりますが、施設整備につきましては、バランスに配慮

するとともに、地域の状況に応じた解決策について検討することが必要ということを記載し

ております。 
 次に５番目、地域の個性が薄れたりコミュニティが衰退するのではないかという心配であ
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りますが、対応方向といたしましては、４行目でありますけれども、それぞれの地域にある

歴史や文化、人材、特産品などの地域資源は、新市においても大切な財産として守り育て、

合併を契機にこれらを効果的に結びつけることで、現存のコミュニティが強まり、さらには

新たな地域の特色やコミュニティが形成されることも期待できるというものであります。 
 次に２０ページでありますが、行政機構の合理化などにより生活が不便になるのではない

かという心配でありますが、対応方向といたしましては、１行目に記載のとおり、行政サー

ビスについてはできるだけこれまでどおり行える体制を整えたいということであります。 
 また、庁舎間を結ぶ情報ネットワーク網を整備したり、あるいはＩＴ等を積極的に活用し

て、それぞれ住民の皆さんの不便にならないようにしていこうという考え方であります。 
 ２１ページは、今まで触れてきたことをまとめたものを体系化したものであります。 
 次に２２ページからは、第３章ということであります。風連町・名寄市の概況ということ

で、２市町の概況につきまして２３ページから２５ページに、特に２５ページをお開きいた

だきたいと思いますが、ここでは２市町の沿革について記載をしているところでございます。 
尚、この概況につきましては２市町の関係資料をもとにまとめたものでありますので、ご理

解をいただきたいと思います。 
 人口・世帯の状況につきましては２６ページから３１ページに記載してございます。 
 土地の利用の状況につきましては３２ページに記載をしてございます。 
 道路・交通状況につきましては３３ページと３４ページに記載してございます。 
 次に、産業の状況でありますが、就業構造等につきましては３５ページから３８ページ、

農業につきましては３９ページ、林業につきましては４１ページ、商業につきましては４２

ページ、４３ページにつきましては工業。４４ページは観光をそれぞれ記載しております。 
 次、２市町及び周辺との結びつきの状況でありますが、４５ページには通勤について、４

６ページには通学の状況、４７ページには買い物の状況ということで、それぞれ統計資料を

もとに記載をしておるところでございます。 
 ７番目の行政サービスの状況でありますが、４８ページから５２ページにかけまして民

生・福祉について触れております。 
 ５３ページから５５ページまでは保健・衛生について触れております。 
 ５６ページから５８ページには教育・文化について触れておりまして、５９ページ、６０

ページには、それぞれ風連、名寄の行政組織について記載をしております。 
 ６１ページには職員・議員の状況ということで記載をしておりまして、また６２ページか

ら６４ページにかけまして、決算資料をもとに財政の状況について触れております。 
 ６５ページには広域行政の状況について触れております。 
 それから、６６ページでありますが、市・町の現状についての評価ということで、アンケ

ート調査からの分析を含めて、右側の方に棒グラフで示してございますが、これにつきまし

ては、設問が２５項目ございまして、これを５段階で評価した結果をそれぞれ加重平均で数

値化いたしまして、評価点を最高１０、最低をマイナス１０として算出したものでございま
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す。 
 満足しているものということで、自然環境の豊かさが高得点でございまして、５.６６であ
ります。次に、水道の整備状況ということで、中間にございますが、５.２３であります。 
次に、災害からの安全性ということで、４.５５プラスでございます。満足しているというこ
とでございます。関連して４番目には下水・排水の処理状況ということで４.０７というポイ
ントでございます。これは１０点評価のうちのそういうポイントだとお考えいただきたいと

思います。 
 ６７ページには満足していないものについて、左の方に記載しておりまして、観光振興、

或いは工業振興、商業振興への取り組みについて不満だという回答が計数的にあらわれてお

ります。 
 以上が、それぞれ資料にもとづいて、分析を含めて資料化したものでございます。 
 次に、６８ページでは新市の将来の姿ということで、新市のまちづくりの基本方向から土

地利用の方向まで記載しております． 
 まず６９ページでは、新市のまちづくりの基本方向について触れており、住民ニーズの把

握ということで、将来のまちのイメージについて記載していますが、これにつきましては、

アンケート集約のとおり、健康福祉のまち等々が新市としてのまちづくりの基本方向として

出されているということであります。 
 次、７０ページをお開きいただきたいと思います。これもアンケート集約の結果でありま

すが、重点的に取り組むべき施策として、そこに記載のとおりでありまして、グラフを見て

いただきたいと思います。医療体制の充実、除排雪の充実、若者の定住促進のための施策と

いうことで、４５％以上の高率で取り組むべきというお答えをいただいているところでござ

います。 
 次、７１ページでありますが、ここではまちの特性ということで、そこに記載のとおり、

まちづくり懇話会、これはワークショップでありますが、タウンウォッチングにより２市町

の主要施設を視察をしたり、或いは２市町の宝物探しということで、出されたものについて

取りまとめたものでございます。これにつきましても協議会だよりに掲載をしておりますの

で、ご参照いただきたいと思いますので説明については省略させていただきますが、このま

とめが７４ページにございます。 
 ７４ページのまとめでは、１つ目には、農業を基軸として、試験・研究活動なども行い、

全国一のモチ米の産地ということであります。 
 ２つ目、豊かな自然と触れ合う施設を保有しており、健康に暮らせるまち。 
 ３つ目、雪は克服すべき課題ですが、利雪・親雪対策にも取り組んでいるまちであるとい

うことです。 
 ４つ目には、暮らしや生産活動の中に景観形成などを取り込み、楽しく暮らせるまちであ

るということ。 
 ５つ目、福祉施設、生涯学習・スポーツ施設などを整備し、住民の生活、文化の向上に取
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り組むまちであるということ。 
 ６つ目、資源リサイクル活動などを進め、自然環境の保全に配慮するまちだということで、

このようなことをイメージとして上げております。 
 ７５ページには広域計画について記載しております。 
 ７６ページでありますが、ここでは２市町の総合計画の基本計画等々について記載してお

ります。 
 次、７７ページでありますが、新市のまちづくりの基本方向ということで、地域特性や資

源、広域計画と総合計画の分析を踏まえて、新市として目指すべきまちづくりの基本方向を

次のとおり定めるというものです。 
 基本方向の１番目、「やさしさと助け合いで『幸せを実感できるまちづくり』 」をという
ことでございます。読み上げます。 「人と人とが支え合い、健やかに暮らすことができ、一
人ひとりが生涯輝いていられるまちを目指します。」というものです。 
 基本方向の２、「美しい自然とともに『環境にやさしくいごこちの良いまちづくり』 」で
は「豊かな緑を大切にし、自然と調和した快適な生活環境を確保し、未来へとつなぐまちを

目指します。」ということです。 
 基本方向の３番目、「魅力ある産業が展開し『活気と豊かさがみなぎるまちづくり』 」と
いうことでありまして、 「地域の特性を活かしながら産業間連携を進め、自立的に発展する
活力あるまちづくりを目指します。」というものです。 
 基本方向の４、「個性にあふれ『学び合い地域文化が花開くまちづくり』 」ということで、
「生涯学習活動や文化活動を充実させ、大学を活かした個性あふれるまちを目指します。 」
ということです。 
 基本方向の５、「 住民が主役の 『参画と協働でつくるまちづくり』 」、「住民主権、地域
主権の理念のもと、住民と行政が協働する地域自治組織を創設し自立するまちを目指しま

す。」というものであります。 
 次に７８ページですが、ここでは「新市の将来像」ということであります。真ん中の四角

い枠にゴシック体で記載しておりますが、読み上げます。「 自然の恵みが人と地域を育み 

市民みんなで創る 心豊かな北の都
まち

」でございます。 
 サブタイトルとして、「 風を連ねて 名を寄せる北の都

まち

」というフレーズであります。 
 説明書きでありますが、「 天塩川の恵みや、実しい四季の自然と気候風土から培われた農
業を基幹として発展してきた双方の歴史・伝統は、先人が残してくれた大切な財産です。 
 このことに畏敬の念を抱き、私たちは、未来に誇れる郷土をつくるために、人と人との結

びつきを大切にし、市民一人ひとりが創造力を発揮して、地域の特性を活かしていきます。 
 風連町と名寄市は、合併を機に、地域が持つ「本物の豊かさ」を追及し、新しいまちづく

りを進め、 北・北海道の中核都市を目指すとともに近隣市町村とより密接な連携に努めま
す。 」というものであります。 
 次に７９ページには将来像実現のための基本施策ということで、７６ページ、７８ページ
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に記載したものを体系づけして、右側の方に施策の体系ということで５本の柱を立てており

ます。このフレーズにつきましては、ワークショップの方々からいただいたご意見をフレー

ズに大半引用させていただきました。 
 １番目には、「保健・医療・福祉の充実 」ということで、「 未来！子ども！笑顔のまち」
とタイトルをつけております。 
 「環境・生活基盤の整備」ということで、 「北緯４４度のくらしのまち」というタイトル
をつけています。 
 「産業の振興」につきましては、「活力に満ちたまち」というタイトルをつけております。 
 「生涯学習・文化・交流の推進 」ということで、「心豊かなまち」というタイトルをつけ
ております。 
 「住民自治・地域自治組織の確立」ということで、 「住んでてよかったと思えるまち」と
いうタイトルをつけております。 
 具体的な施策につきましては８０ページからそれぞれ記載しております。 
 １番目の「保健・医療・福祉の充実」につきましては、主な施策といたしまして、保健・

医療サービスの推進から社会保障の充実まで、６点について触れております。 
 次に８１ページでありますが、 「環境・生活基盤の整備」ということでございまして、環
境との共生から総合的な雪対策の推進まで、それぞれ主要な施策について記載をしておりま

す。 
 次に８２ページでありますが、ここでは「活力に満ちたまち」ということで「産業の振興」

でございまして、農林業の振興から雇用の確保と安定まで、５点ほど施策を上げさせていた

だいております． 
 ４つ目には「生涯学習・文化・交流の推進」ということで、学絞教育の充実から交流活動

の推進まで、記載のとおりでございます。 
 次に８４ページには、 「住民自治・地域自治組織の確立」ということで、ここでは、それ
ぞれ委員会の中でも補強されたものを盛り込ませていただいております。特に、説明書きの

６行目でありますが、読み上げますが、 「特に、合併により地域の自治が失われたり、寂れ
たりしない仕組み・制度を取り入れ、双方の資源を有効に活用することを基本的な考え方と

した２市町間の確認事項を踏まえ、法改正により、設置が可能となった地域自治組織（特例

区・自治区）を導入し、新しい自治の姿を追及していきます。 
 自治基本条例（仮称）については、合併後早期に制定します。」というものです。 
 主な施策といたしまして、コミュニティ活動の推進から、自立する住民自治・地域自治組

織の確立まで掲載をしております。 
 次に、４番目に重点プロジェクトの検討ということであります。７点についてプロジェク

トを掲載しておりますが、１番目の「利雪・親雪プロジェクト」といたしまして、除排雪の

充実、５点にわたってそこに記載のとおり、プロジェクトとして進めていこうというもので

あります。 
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２番目、「若者定住・子育て支援プロジェクト」として、若者が定住でき、安心して子育て

ができる支援システムの確立ということで、企営住宅の産設から雇用の場の確保まで、６点

にわたって記載をしております。 
 ３番目の「産地化日本一プロジェクト」でありますが、日本一の産地として地域農業の発

展に努めるということでございまして、主な事業として、農業生産基盤の整備から試験・研

究・研修の体制整備まで７点ほど記載をしております。 
 次に８６ページであります、 「地域産業育成プロジェクト」として、地域特性を生かした
産業の育成、主な事業として、中心市街地の活性化から既存企業の育成強化まで、それぞれ

４点記載してございます。 
 ５番目は「通年型・体験交流型観光プロジェクト」ということで、主な事業として、スキ

ー等を中心とした合宿の里（拠点）づくりの維進から、グリーンツーリズムなど農業体験の

場の確保まで４点にわたって記載をしております。 
 ６番目、 「教育・文化・交流プロジェクト」ということで、主な事業として、教育環境の
整備（学校施設・給食センター）から天体観測を活かしたまちづくりまで、９点にわたって

掲載をしております。 
 次に７番目の「生活安心プロジェクト」でありますが、８７ページをご参照いただきたい

と思います。主な事業といたしまして、地域交通網の整備から就労支援の拡充まで、８点に

わたりまして掲載をしているところでございます。 
 次に８８ページでありますが、ここでは「主要指標の見通し」ということで、人口・世帯

の部分の見通しを記載しており、将来人口の推計結果ということで、平成２２年、２７年の

部分についてそこに記載のとおりであります。この国勢調査をもとにしたコーホートセンサ

ス変化率法によっておおむね１０年間を推計したというものであり、そこに記載のとおりで

ありますので、ご覧いただきたいと思います。 
 次に８９ページでありますが、就業構造について推計をしてございます。これにつきまし

てはトレンド法により推計しておりまして、将来人口の推計結果についてはそこに記載のと

おりであります。 
 最後に９０ページでありますが、 「土地利用の方向」ということであります。全体といた
しまして、北・北海道の拠点として位置づけ、活力のみなぎる都市づくりを行おうというも

のであります。 
 広域拠点といたしましては、官公署等が集中し、交通の要衝となっている名寄の中心部を、

上川北部地域の広域的な拠点と位置づけ、商工業を中心として、活気と魅力ある都市基盤づ

くりに努めようというものであります。 
 地区拠点につきましては、風連町・名寄市の市街地を、商店街の整備やコミュニティーの

核となる施設の整備を図って、快適な生活を送ることができる地域拠点の形成に努めようと

いうものであります。 
 ネットワークの形成といたしましては、この２行目に記載のとおり、交通や情報通信の基
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盤整備など、地域の結びつきを深めるネットワークの構築に努めたいということであります。 
 地域整備の考え方としては、１番目の市街地ゾーンから４番目の水と緑の親水ゾーンまで、

大まかなゾーン分けをして、それぞれ整備していくということで記載をしているところでご

ざいます。 
 以上、長時間にわたって、説明をさせていただきました。 
 尚、構想案の説明は終わりますけれども、これに関連いたしまして、お手元に新市将来構

想のダイジェスト版が配付されていると思いますけれども、先捏、協議会でも確認をいただ

いたところでありますが、このダイジェスト版につきましては、住民説明会に臨むことを目

的に作成するということでございまして、この構成につきましては過日の小委員会でご確認

をいただきましたので、ご報告を申し上げたいと思います。後程ご参照いただきたいと思い

ます。 
 以上、新市建設計画に係る将来構想について説明申し上げました。 
 
 ○島会長：ありがとうございます。 
 ただいま事務局から将来構想案について説明をいただきました。これらの内容について、

新市建設計画小委員会掘江委員長さんの方から何か補足をしていただく部分があればお願い

をしたいと思いますが。 
 
 ○堀江委員：別段ございません。 
 
 ○島会長：ありがとうございます． 
 それでは、委員の皆様から何かご意見、ご質問等含めてございましたらお出しをいただき

たいと思います。 
 はい、どうぞ。 
 
 ○佐藤委員：将来構想の７７ページと、それから関連していますので７９ページ、それか

らダイジェスト版の９ページと、それから１３ページが該当する部分なのですが、７７ペー

ジの基本方向の５というところに、住民が主役の参画と協働でつくるまちづくりという項目

があります。 
 これが、大切な順番に並べたと私は理解をしておりませんが、まちづくり懇話会等の考え

方も踏まえての並べ方だと理解をしておりますが、しかしながら、新市のあり方、それから

これからの自治体のあり方として、キーワードのひとつとして参加という部分があるのです

が、そんな中では、私はこの基本方向の５については、一番上の基本方向の１にランクをす

べきだと考えます． 
ですから、７９ページのこの絵図でいきますと、一番下に住民が主役の参画と協働のまち

づくりという部分がありますが、これについても、一番上にくるべきだと思います。それと
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連動して、右側の、住んでよかったと思えるまちづくりについてもやはり、まずこれはまち

づくりの根幹をなす部分ですから、あとの部分については分野別の部分ということで、並べ

方についてはいろいろ考えられると思うのですが、総体的なまちづくりの枠組みということ

からいって、これはやはり一番上に上げるべきだと考えるものでありますが、如何でしょう

か。ご検討をお願いいたします。 
 以上です。風連の佐藤です。 
 
 ○島会長：佐藤委員の方から今、基本施策の順番といいますか、これらについてのご意見

をいただきましたけれども、何かこの作業過程で議論経過があればお答えをいただきたいと

思いますが、如何でしょう。 
 
 ○久保事務局参事：ご質問の件ですけれども、今、島会長からお話があったように、新市

連設計画小委員会の議論の中ではそういう議論は実はありませんでした。おっしゃることは

よく理解できますけれども、その辺についてはお諮りをいただきたいと思います。 
 補足があれば、堀江委員長、お願いいたします。 
 
 ○堀江委員：今、佐藤委員が言われたとおり、決して意図があって上とか下とかというこ

とは本委員会におきましては全くございませんで、委員会としてはひとつひとつ、当然文章

ですから、上の方から変えてくるということで、そのことに関しまして上とか下とかという

我々は気持ちはございませんけれども、どうしても上の方が見やすいということの意味で申

されるのであれば、それは委員会としては決して、やぶさかではないと理解をしておるとこ

ろでございます。 
 
 ○島会長：このことについて、あるいは……。 
 はい、どうぞ。 
 
 ○熊谷委員：名寄の熊谷でございます。 
 私も建設の方の小委員の一人といたしまして、正直申し上げまして、今、事務局から説明

をされたものが、小委員会、或いはワークショップ、アンケートなどをもとにして、時間と

それぞれの学習の範囲の中ででき上がっているという状況で、決してベストな構想ではない

という認識を私自身も持っておりまして、時間があればまだまだ豊富化をしていきたいとい

う気持ちがあったのですが、実質的に今日は協議会ということで、現状可能な範囲ででき上

がったものという私は認識をしているものですから、今、佐藤委員から出されたことについ

て、建設の小委員会が終わってから、ある市民から同じような指摘を受けまして、風連、名

寄を一体化をしたまちを、これからの新しいまちをつくっていく上で、そして財政が非常に

厳しいという状況の中で、それを補うというのは、やはり新しい自治の形だとか、住民自治

 16



をどれだけ本当に英知を絞って質の高いものに引き上げていくかということ、或いは基本条

例を追求するということなどを考えることによって初めて、それを補う、或いはそれを上回

るものになっていくのではないかと考えておりまして、私も審議しているときには余り順位

に気がつかなかったのですけれども、今、佐藤委員がおっしやいましたように、非常に重要

な項目だと考えておりまして、佐藤委員の提案について賛成をする立場で、順位づけという

のは、委員長の答弁にもありましたとおり、なかったような気がするものですから、あえて

ここを重要視するということについては私も同感でございまして、是非全体ででも持ち上げ

ていただきたいなというふうに考えております。 
 
 ○島会長：基本施策の５本の柱で、これは丸でくくってありますと順番がどちらが上か下

かというのは議論にならないのかもしれませんが、このように縦に並べているということで

のご発言かとも思いますが、ほかにご意見ございますでしょうか。 
 この取扱いについては今日の中で方向づけをした方がこれからの作業としてはよろしいこ

とになりますか。決して作業の過経で、検討された中では、一番上が１ということで表示し

ているわけではないということでございますけれども、これらの基本施策を一般の住民の皆

さんが目にして理解をするときには、こちらがやはり力入っているのかなという印象も含め

てのご発言かもしれません。          
 そのような佐藤委員のご発言に、これらの表のつくり方も含めて修正をするということで

よろしゅうございますか。 
              （「異議なし」との声あり） 
 
 ○島会長：別段異議の方が出ませんでしたので、今日のこの協議事項の中で、皆さんの意

思で、この基本施策の柱の並べ方について、住民が主役の参画と協働のまちづくりを一番上

の方に来て順次下げると、そういうことでご確認をいただくことでよろしゅうございますか。         

（「異議なし」との声あり） 
 
 ○島会長：幹事会の方よろしゅうございますか。 
 
 ○今幹事長：はい。 
 
 ○島会長：ほかに何かございますでしょうか。 
 はい、どうぞ。 
 
 ○熊谷委員：名寄の熊谷です。 
 小委員会に所属しながら意見を言うのは非常に恐縮なのですけれども、先程申し上げまし

たように、時間と能力、私自身の能力の問題もありまして、時間が過ぎていろいろ思い起こ

 17



すということもございまして、これは特に手を加えるということではないのですが、８１ペ

ージの基本方向の「北緯４４度のくらしのまち」の関係なのですが、小委員会の中でも、こ

の北緯４４度という言葉について、ぴんとこない、点としてはもちろん名寄は４４度なので

すけれども、理解の仕方として最終的にこうなったのですけれども、名寄の北国博物館の例

ではないですけれども、地球儀をもとにしながら、世界の４４度の主な都市を線でくくりな

がら、いろいろどういう生活があるのかということで紹介があると思います。 
 そういう意味合いで、せっかく４４度という定義づけをしていくわけですから、名寄とい

うことだけではなくて、世界の４４度の生活を改めてこれからの作業の中で、資料等も整理

をしながら十分参考にしていくということについて、そういう理解のもと、少し奥を広げて

いくということで理解をしながら建設計画の中に反映をすると、こういうことで受けとめさ

せて、それは私の勝手なあれなのですけれども、これも市民からのいろいろ提言があって今

日の発言になったことをお許しをいただきたいなというふうに考えておりまして、よろしく

お願いをしたいと思います。 
 それと、構想全体の位置づけについては、当然これからつくる新市連設計画の重要な基本

理念や方向性を踏まえて建設計画をつくるわけでございますけれども、前段私申し上げたと

おり、限られた時間と学習の範囲の中で今日に至っているということがございますから、建

設計画をつくる段階において、構想に触れられていないものをも含めて、ある面ではイメー

ジが膨らんでくる可能性も出てくるような気がいたしまして、そういう意味合いでは、都度

開かれます合併協議会の中で付加をしていくということも連動性を持たせながら是非お取り

計らいをお願いできればなと考えておりまして、私も十分ではなかったのですけれども、小

委員会の論議にかかわってきた一人として、全体的には賛成をしていきたいと考えておりま

す。 
 
 ○島会長：今、施策の体系の言葉の表現等について、若干のご意見も含めて発言がござい

ましたけれども、これらの内容については、住民の説明会用に今日はダイジェスト版のゲラ

刷りも出させていただいておりますけれども、住民の皆さんからもまたいろんなご意見が出

るのではないかと。そういう中で、今日の案が、語句の修正等も含めて出てくるということ

をひとつ委員の皆さん方にもご認識をいただいてご発言をいただければと、こんなふうに思

っておりますが、幹事会の方では、この北緯４４度の表現について、何か検討内容あったと

ころがあれば説明をお願いします。 
 
 ○今幹事長：先程、説明いたしましたとおり、この件につきましては、まちづくり懇談会

の中での話をいただいてフレーズづくりをさせていただきました。 
 そこで、今、熊谷委員からご指摘があったとおり、この北緯４４度という位置を通じても

っとグローバルな見方をしたらどうかと。世界に目を向けた見方をしたらどうかと、こうい

うことは非常に大切なことだと思っていまして、考え方として世界に目を向けるというご提
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言でございましたので、これからの議論の中で、後段ご意見がありました建設計画と構想と

をすり合わせていく段階で少し修正しなければならない場合があると。そういったご意見も

踏まえて次の協議会の中に、住民のご意見などもいただきまして字句修正、或いは考え方を

補足する点があれば、私どもとしても、幹事会としても整理をして提起をさせていきたいと

思っております。 
 
 ○島会長：ほかにいかがでしょうか。 
 はい、どうぞ． 
 
 ○高見委員：名寄の高見ですけれども、今、字句の修正というか、一部幹事会等で整理を

するというようなお詰もあったものですから、若干ぶり返して恐結なのですけれども、先程

佐藤委員から話がありました住民が主役の参画と協働のまちづくりの関係は、単に順番とい

うことだけでなくて、私も目指す方向としてそうした部分を、ある面では基本に据える形に

なると思いますから大いに賛成をするわけでありますけれども、その中で、ここはちょっと

字句として、あるとすれば私は、仮称でありますけれども、自治基本条例の関係等もこれか

ら審議をしていくというような流れも持っているわけでありますから、より一層行政の側が

推進をしていくという姿勢を示すとすれば、ここのところは、住民と行政情報を共有し協働

のまちづくりというか、行政の側も積極的に住民に対して行政情報をしっかりと伝えて、情

報を共有していくのだと、そういう中で協働のまちづくりを進めていくという行政側の姿勢

も訴えるような、長いことここは書けないわけでありますから、今申し上げましたようなこ

とで、つまり行政情報を住民と共有すると、こういう行政の姿勢も私は示していく中で、協

働のまちづくりを進めるという点も、字句の修正等がこれからあり得るとすれば、この中で、

住民主権、地域主権の理念のもとというのは、その次でも結構でありますから、申し上げた

ような整理をいただければより方向が明確化をさせることができるのかなと思いますので、

ご検討をいただきたいと思います． 
 
 ○島会長：字句の修正等も含めて、熱度がまだまだという部分がご指摘があろうかと存じ

ます。本日の協議会では、構想の柱の部分について特にご理解をいただいて方向づけをいた

だければと、こんなふうに思っておりますが、ほかにお気づきの点がございましたらお出し

を願いますが、如何でしょうか。 
 はい、どうぞ。 
 
 ○斉藤委員：名寄の斉藤ですが、今ご説明のように、新市将来構想の方向としての内容が

示されたわけであります。 
 あわせて、住民の説明会のダイジェスト版も出されているわけなのですけれども、これに

も書いてありますように、合併の必要性、さらには効果と、そういうところから、住民にし
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てみれば、なぜ今、合併なのかというふうなことが一定は理解できるというふうになってい

るなと。同時に、それでは合併することによって私たちの暮らしはどうなっていくのかと、

こういうふうな具体的なことについては、これからの建設計画などで詰めていかれるとは思

うのですけれども、住民にしてみれば、それぞれの分野でどういうふうにかかわっていくの

かという具体的な内容が出てくるのではなかろうかと。そういうふうな場合に、こちら側の

合併協議会としては積極的にそういうふうな思いなども発言をしてもらうというふうな形に

していくのか。 
 例えば、風連町さんの方では財政シミュレーションを出しまして、見せていただきました

けれども、単独でいく場合にはこれだけの経費が必要だと。そのためには住民負担をこうい

うふうに求めるのだという案も出ておりますし、職員の引き下げる、人件費引き下げ、ある

いは職員も減らすと、こういうふうなのがリンクされて出ているのを見たのですが、たまた

ま名寄の方では、まだそこまでは行財政計画などでは厳しいといいますか、名寄はまだこれ

からというふうな状況なものですから、そういう面では、風連さんの住民説明会での対応や、

或いは名寄での市民対応が違いは出てくると思いますけれども、そういうふうな中で、ふた

つのまちが合併することによってこういうスケールメリットといいますか、こういう面があ

るのですよと。 
 例えば私なんかは、具体的な問題で言わせてもらいますと、たまたま風連町さんのシミュ

レーションの中では、住民の要望の強い風連小学校、これなんかがたまたまその中には盛り

込まれなかったと、こういうふうなのもあるわけなのですけれども、住民サイドにしてみれ

ば、そういうふうなのが新しい核としてつくり上げていくよというものがもし出てくるので

はなかろうかと。 
 また、この中には余り大きく位置づけておりませんけれども、名寄なんかは高等学校が３

校もあり、更に大学と、こういうふうな面で、教育文化の果たしている役割なんていうのも

大きいのですけれども、特に４大化の中で、福祉にかかわるまちづくり、こういうふうな非

常に大きな役割を担った大学建設というものがあるわけなのですけれども、そういうふうな

ものもリンクした将来横想の中での一定のさわりと申しましょうか、そういうふうなのを積

極的に住民に示していくといいますか、そういうふうなのが必要だなという気がするもので

すから、あくまでも基本構想とはいえ、基本構想の方向を理解しつつも、具体的な問題につ

いてはどういうふうに説明会の中では、或いはまたこのダイジェスト版を膨らませていこう

とされているのか、その点をひとつお知らせいただきたいのですが。 
 
 ○島会長：委員会なり、或いは幹事会の中で、何か今のことについての議論経過があれば

お願いします。 
 
 ○今幹事長：幹事会としての考え方でありますけれども、先程来ご意見が出ておりますと

おり、短時間の中でつくり上げたということもありまして、まだまだご意見をいただかなけ

 20



ればならない部分というのはたくさんあると思います。今回の住民説明会につきましては、

ある意味ではご意見をいただくという位置づけをしておりまして、とりわけ構想の問題につ

きましてはご意見を住民の皆さんからいただくというふうにしていきたいと考えております。 
 その際、どういう手順で取扱っていくのかということになりますと、今日の先程来ご意見

があった点、或いはこれから住民懇談会で行います住民の皆さんからのご意見、これを集約

をさせていただきまして、幹事会として整理をし、さらに小委員会にお願いをして議論をし、

この構想の字句修正、或いはプラス面マイナス面がありましたらそれも修正しながら小委員

会での議論を経て合併協議会にご報告をさせていただくと、こういうような手順でいきたい

と思っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。 
 
 ○島会長：ほかにご発言ございますでしょうか。 
               （「なし」との声あり） 
 
 ○島会長：それぞれの委員の皆さんから構想に対するご意見等も含めてちょうだいをいた

しました。今、幹事を代表して今助役から、今後の住民説明会、その後の取りまとめ、確定

までの作業等についても説明をいただきましたので、そのことを踏まえて構想案についての

ご理解をいただければと、こんなふうに思いますが、よろしゅうございますか。 
 まだ出尽くしてはいないかと存じますけれども、今日の協議の構想案の取扱いについてま

とめさせていただくことでよろしゅうございますか。 
              （「異議なし」との声あり） 
 
 ○島会長：それでは、まだこの構想案については作業を続けて、次回もしくはその次の固

めまで、内容的には表現も含めて状況変化があるということをご理解の上、ご確認をいただ

きます。 
 ありがとうございました。 
 次に、協議第２号に移らせていただきます。 
 議会議員の定数及び任期の取扱いについて、事務局、説明をお願いします。 
 
 ○中西事務局次長：事務局の中西です。 
 先程、報告第３号で福光委員長からご報告させていただきましたが、基本項目検討小委員

会で協議が調いました議会議員の定数及び任期の取扱いについて、本協議会に提案するもの

でございます。 
 ９ページをお開きいただきたいと思います。議会議員の定数及び任期の取扱いにつきまし

ては、合併特例法に定める協議項目の２番目にございます。読み上げて提案とさせていただ

きます。 
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１番目、議会の議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の

規定を適用し、平成１９年４月３０日まで引き続き新市の議員として在任する。 
 ２、新市の議会の議員の定数は２６人とする。 
 ３、合併後最初に行われる選挙につき、公職選挙法第１５条第６項及び公職選挙法施行令

第９条の規定を適用し、合併前の市町ごとに選挙区を設けるものとし、各選挙区において選

挙すべき議員の数は、風連町８人、名寄市１８人とする。ということでお諮りするものでご

ざいます。 
１０ページ以降につきましては、それぞれのこの議会議員の定数及び任期の取扱いについ

ての参考資料でございます。 
１０ページでは、一番右側にございますけれども、在任に関する特例を適用する場合とい

うことでございまして、議会の議員の身分につきましては、合併後２年を超えない範囲に限

り、引き続き議員として在任することができる。 
 それから、任期については２年を超えない範囲で協議で定める期間とすると。 
 定数につきましては、法定数の２６人を超えておりますので、この場合は２６人になるま

で補欠選挙がないという形になります。 
 一番下に選挙区というところがございます。在任特例する場合、合併の日には選挙が行わ

れませんので、縦線で区分されておりますけれども、選挙区につきましては、条例で選挙区

を設けることができると。これは公職選挙法第１５条第６項にございます。それから、合併

後、最初に行われる設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は人口に比例しないで定めるこ

とができるとされております。 
１１ページにつきましては、一番下のところになりますけれども、［新市の場合］というと

ころです。名寄市２２人、風連町１６人、計３８人とございます。来年、風連町の場合、９

月に選挙が行われるとしておりますが、ここでの人数がまだ確定しておりませんけれども、

名寄については２２人、風連町は来年９月の行われる選挙での数、その定数が在任し、その

次の一般選挙というところになりますけれども、ここを２６人と定めたということでござい

ます。 
１２ページの表をお開きいただきたいと思います。ちょっと横の表で見づらくて恐縮です

が、網かけで囲ってございます、１９年地方統一選挙までを任期とした揚合ということでご

ざいまして、名寄市議会議員の任期と合致をしております。名寄市議会議員につきましては

１５年５月１日に今の任期が発生しておりまして、１９年４月３０日まで、４年間でござい

ます。風連町町議会議員につきましては、１７年９月７日に選挙が行われることになってお

りまして、合併の日を１８年３月末とした湯合、在任期間が７カ月ほどしかございません。 
その後、名寄市の任期に合わせますと１３カ月の任期を持つことになりますが、全任期を使

いましても１年８カ月後には再び新市において選挙区での選挙が行われるということになり

ます。 
 １３ページからの部分につきましては、協議の資料でございます。 

 22



１４ページは、法定の議員定数が人口５万人未満については２６人、それから１５ページ、

１６ページにつきましては、ほかの合併協議会で、先例としてこのような文言を使いまして

協議を調えたということでございます。 
１７ページ、１８ページにつきましては、地方自治法、それから合併の特例に関する法律、

それから公職選挙法等々につきまして参考のものを記載をさせていただいております。 
事務局からの説明は以上でございます。 

 
 ○島会長：協議第２号につきましてただいま事務局から説明がございました。 
 福光基本項目等検討小委員会の委員長さんあるいは幹事会から補足をする部分がございま

したら発言願います。． 
 
 ○福光委員：先程、在任特例あるいは定数の２６とするというところで説明をさせていた

だいておりますので、改めて説明することはございません。 
 
 ○今幹事長：1点だけお願いします。 
 幹事長の今ですけれども、今、中西事務局次長から説明しましたが、１２ページの表で、

これは字句の使い方だけですけれども、風連町議会議員の選挙が１７年９月７日に実施され

ると説明しましたけれども、実施するのを決めるのは選挙管理委員会でございまして、ここ

のところは９月７日までの期間在任になっているということでご理解をいただきたいと思い

ます。 
 
 ○島会長：協議の内容等について補足で理解をいただくことになります。 
 このことについて委員の皆さんから何かご発言がございますでしょうか。 
               （「なし」との声あり） 
 
 ○島会長：ご発言がないようでございますので、提案のとおりご確認をさせていただくこ

とでよろしゅうございますか。 
              （「異議なし」との声あり） 
 
 ○島会長：ありがとうございました。 
 それでは、議案の協議２号につきましては、提案どおりまとめさせていただきます。 
 
6．その他 
 ○島会長：その他に入りますが、事務局から何かありますでしょうか。 
 
 ○久保事務局参事：事務局の久保であります。 
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 私の方からは、地域自治組織の検討に係る取扱いについてご説明、ご報告を申し上げたい

と思います。 
 風連町、名寄市が制度として検討しております合併特例法に基づく合併特例区、自治法上

の自治区につきまして、今回の住民説明会であらましについて説明をする必要があるとして、

一昨日のそれぞれの小委員会でご確認をいただいたところでございます。 
 この概要案の検討をする委員会につきましては、合併協議会小委員会規程第２条第２項の

規定に基づき、自治組織検討委員会という名称で設置することとさせていただきたいという

ことでございます。 
 委員には、新市建設計画小委員会から、掘江委員長、太田副委員長、川村委員、上口委員、

小野寺委員、基本項目等検討小委員会からは、福光委員長、佐藤委員、富永委員、斉藤委員、

木賀委員、以上１０名の委員によりご検討いただくことになります。 
 以上、地域自治組織に係る説明といたします。            l 
 
○島会長：この件につきましては、既に双方の小委員会で人選が終えられて、今発表があ

ったところでございます。大変多忙な時期にこの協議をいただけるということでございま

す。まことに恐縮に存じますが、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 
そのほか何かございますでしょうか。 

  はい、どうぞ。 
 
 ○中西事務局次長：事務局の中西です。 
 本日、ご決定をいただきました内容を踏まえまして、住民説明会用の資料を整理して住民

説明会に入ってまいりたいと考えているところでございますけれども、そのほかに、次回の

協議会の日程でございますが、前回まで議案の中に項目として出しておりました。今のとこ

ろ９月下旬を考えているところでございますけれども、それぞれの委員会の進捗状況を踏ま

えまして、改めてご案内をさせていただきたいということをお許しいただきたいと思います。 
 
 ○島会長：次回の日程について、現在の状況では９月下旬というご案内でございます。配

付の資料の中にもございますけれども、２３日から風連町と名寄市で住民説明会を、本日ま

での協議内容に基づいた資料で開かれることになってございます。 
 今回の説明会は、新市の将来構想のあらましを住民の皆さんに理解をしていただく、或い

はご意見をいただくという重要な説明会になるわけでございまして、委員の皆様にも是非、

地域の住民の皆さんにご出席をいただけるよう声をかけていただく、そしてまた会場に足を

運んでいただければと、このように思うところでございますので、よろしくお願いを申し上

げます。 
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７．閉  会 
 ○島会長：それでは、本日の会議の閉会に当たりまして、柿川副会長さんからご挨拶を申

し上げて今日の会議を閉じたいと存じます。 
 よろしくお願いいたします。 
 
 ○柿川副会長：それでは、閉会に当たりまして一言お礼を申し上げたいと思いますが、本

日はお疲れのところを長時間にわたり、ご審議をいただきまして、予定いたしておりました

議案がすべて終了をさせていただいたところでございますけれども、非常に暑い夏でござい

まして、大変な年であるわけでございますけれども、連日のように小委員会が、名寄か風連

かで、あるいは分科会がどこかで行われておるというようなことで、合併に関する協議がな

いという日がないような状況で進んでいるのを目の当たりにしているところでございます。 
 今日、この協議会の皆さん方にも本当に何回となく正式な会議、或いは懇談会ということ

で連日のように数多い協議を重ねていただきまして、ひとつひとつ前進していくのかなとい

う感じをいたしておるところでございます。とにかく最終日が決まっておると。終着駅が決

まっているということで、非常に、先程からもお話しございましたように、なかなか大変な

役目を皆さん方にお願いをしているところでございます。 
 今後とも、本当にお互いが信頼し合って、新しい市を目指して頑張っていただきますよう

にお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶にかえさせていただきます。 
 大変ありがとうございました。 
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